
２０２４年７月１日 

お客さま各位 

株式会社 岩手銀行 

 

「金融サービスプラットフォームにおける電子交付サービス規定」の改定について 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

当行では、以下のとおり「金融サービスプラットフォームにおける電子交付サービス規定」

を改定いたしますので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．改定趣旨 

利用者の拡大※1に伴う改定 

※1 法人のお客さまに加え、個人事業主のお客さまも対象とします。 

 

２．改定内容 

新旧対照表をご覧ください。 

改定後の規定はこちらからご確認いただけます。 

 

３．改定日 

２０２４年８月１日（木） 

 

４．その他 

該当のお客さまには、８月中旬以降、順次ご利用案内を送付させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

【本件に関するお問い合わせ先】 

株式会社 岩手銀行 システム部 清水・小山 

電話 ０１９－６２３－１１１１（代表） 

https://www.iwatebank.co.jp/assets/pdf/20240801_electronic_delivery_kitei.pdf


「金融サービスプラットフォームにおける電子交付サービス規定」新旧対照表 

（下線部分を改正） 

改 定 前 改 定 後 

1.サービスの利用条件 

(1)（省略） 

(2) 本サービスの利用は日本国内の法人のお客

様に限ることとします 

(3)～ (6)（省略） 

 

2 ～ 10 （省略） 

 

1.サービスの利用条件 

(1)（省略） 

(2) 本サービスの利用は日本国内の法人または

個人事業主のお客様に限ることとします。 

(3)～ (6)（省略） 

 

2 ～ 10 （省略） 

 

 


